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１．はじめに 

本稿は、複数世代にわたる家族の住宅資産がどのように蓄積し、

どのような階層性をもつのかを明らかにしようとするものである。

日本を含む先進諸国では、戦後に持ち家セクターが拡大し、自己所

有の住宅に住む世帯が増えた。経済成長とそれにともなう中間層の

拡大は住宅所有の増大に結びつき、多くの国の政府は持ち家取得を

促進する住宅政策を展開した。住まいの個人所有は大衆化し、持ち

家に住むことを社会標準とする“持ち家社会”が生成した。私有住

宅の普及は、戦後の住宅所有形態に関する最重要の変化の一つとな

った注 ）。 
住宅とその資産価値を所有する世帯がマジョリティを占める持ち

家社会は長く持続し、いわば成熟の段階に入っている。ここで注目

すべきは、持ち家が増えるにしたがい、そのストックがしだいに「家

族化」し、“家族住宅資産”を形成する点である注 ）。住まいは、そ

れを法的に所有する個人を含む「世帯」の資産として存在するだけ

ではなく、遺産相続などによって子世代に受けつがれ、複数世代に

またがる「家族」の資産をつくる側面をもつ。持ち家取得は、独立

した「世帯」の資力のみによって達成されるとは限らず、親世代な

どの「家族」からの支援によって実現するケースがある。本稿での

住宅資産の「家族化」とは、取得、所有および蓄積が「世帯」レベ

ルでは完結せず、複数世代を含む「家族」レベルでの実践に転化す

る傾向として定義される注 ）。 
家族住宅資産の分布は均一ではなく、むしろ強い階層性をみせ、

社会全体を階層化するメカニズムを構成する。本稿では、この点に

着目し、複数世代の家族による住宅資産所有の階層化を検討する。

住宅問題研究では、「世帯」単位の住宅分析が中心を占める。ある住

宅は、ある世帯によって占有されることから、住まいの実態に関す

る研究の大半は世帯レベルでの分析に立脚した。住宅の階層性につ

いての検討も、多くの場合、世帯単位の分析として進められた。し

かし、持ち家ストックの増大にともない、蓄積した住宅資産の「家

族化」が進む。日本では、寿命の短い住まいの割合が高い注 ）。この

ため、住宅建築が一世代の範囲内で消費され、取り壊されるケース

がみられた。しかし、耐久性の高い住宅ストックを形成する必要が

指摘され、そのための施策が講じられてきた。住宅建築の寿命が伸

びるとすれば、それは、世代を超える家族の資産になる。住宅の階

層性の分析もまた、世帯レベルだけではなく、複数世代にわたる家

族レベルで実施する必要が高まる。本稿での家族住宅資産の考察は、

世帯単位分析を中心手法としてきた住宅問題研究に家族単位分析を

導入しようとする意図を有している注 ）。 
本研究で使用するのは、首都圏（東京都、埼玉・千葉・神奈川県）

  ＊1 神戸大学大学院人間発達環境学研究科 教授・学博  Prof., Graduate School of Human Development and Environment, Kobe University, Ph.D. 
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と関西圏（京都・大阪府、兵庫・奈良県）の大都市圏に住む世帯主

55～74 歳の世帯を対象としたインターネット・アンケート調査の結

果である注 ）。この年齢層の世帯は、親世帯の住まいの相続をすでに

経験し、あるいは予定することが少なくないと推察され、その一方

で、子世帯の一部ないし多くが持ち家取得を達成または計画する段

階にあると考えられる。これらの意味で、世帯主 55～74 歳のグル

ープは、家族住宅資産の形成に関し、三世代にわたる家族のいわば

“結節点”としての位置づけをもつ。調査では、対象世帯の住宅実態

に加え、対象世帯が親、子と住宅関連のどのような関係をもつのか

をみることで、家族住宅資産がどのように蓄積し、どのように階層

化したのかを知ろうとした。 

アンケート調査で住宅資産額をどうとらえるのか。本研究では、

住宅資産を当該住宅が建っている土地の資産を含むものとし、その

規模を市場評価から把握しようとした。アンケート調査では、対象

者に所有住宅の市場評価額をたずねた注 。回答者は、所有している

住宅の市場での価格をおおざっぱにしか認識していない場合が多い。

この点に、アンケート調査による住宅資産計測の限界がある。ここ

では、住宅資産額を回答者に質問するときに、その値をそのまま答

えてもらうのではなく、それを 1000 万円単位の階級で区分し、そ

こから選択してもらう方式をとることで、住宅資産の市場評価額を

詳細には測れないにせよ、その階級を調べようとした。以下でみる

ように、住宅資産額の区分は、所有者の属性などとの明快な関連性

をみせる。このことは、住宅資産を階級で区分し、それをアンケー

トでたずねる方法が有意味な結果をもたらすことを示唆している。 
住宅資産の実態は、地域によって異なると考えられる。本調査で

は、住宅安定の確保がより難しく、同時に、持ち家の資産価値が高

い大都市圏を対象とし、そこでの家族住宅資産の実態をとらえよう

とした。地方圏の状況の分析については、別途の調査が必要になる。 
調査は 2021 年２月に実施し、その結果、2,000 世帯のデータを得

た。以下では、まず、家族住宅資産の階層化に関する研究の必要と

重要さを論じたうえで、調査結果にもとづき、対象世帯による住宅

資産形成の実態、親世代からの住宅相続、子世代への持ち家支援な

どを分析する。 
 
２．家族住宅資産と社会階層形成 

住宅資産の蓄積とその「家族化」は、どのように階層化し、社会

全体の階層化において、どういう役割をはたすのか。その研究は、

なぜ、必要なのか注 ）。戦後の先進諸国では、持ち家の増大によって、

住宅資産を保有する中間層が拡大した。この点が社会階層形成のあ

り方を戦前と戦後で差異化する最重要の要因の一つとなった。ト

マ・ピケティが展開した社会的不平等の歴史実証分析は、住宅研究

を含む幅広い分野から注目を集めた注 ）。ピケティによれば、先進諸

国の資本の価値は、18～19 世紀では安定していたのに比べ、二度の

世界大戦のために激減し、第二次世界大戦後にふたたび増えた。そ

して、戦後の資本回復では、住宅の位置づけが目だって上がった。

持ち家率が上昇した戦後社会では、増大した住宅資産の多くは私有

資産である。このため、ピケティの議論は、戦後社会の階層化の理

解において個人住宅資産についての分析が不可欠になることを含意

した。 
社会階層研究では、労働市場での地位が社会階層を示す指標とし

てとくに重視された注 ）。たとえば、雇用形態、職種、職階などの

指標が社会階層構成における人びとの位置を表すと認識されていた。

これは、生産領域での社会関係が階層形成の仕組みの中心をつくる

とみなす考え方にもとづく。消費領域の住まいの実態は、職業とそ

れに相関する所得から決定する従属変数にすぎないとされ、社会階

層研究では、ほとんど扱われなかった。高所得の人たちは、良質で、

広く、快適な住宅に住み、低所得者は、低劣な居住条件のもとに置

かれる。 
しかし、戦後の持ち家セクターの成長は、社会階層形成に対する

住まいの重要さを増大させた。生産領域では賃金労働者として働く

人たちの多くが、消費領域では持ち家を取得し、住宅資産を所有し

た。これを反映し、労働過程での地位だけではなく、消費過程にお

いて持ち家を得るかどうか、取得するとすれば、どういう価値の住

宅をもつのかが社会階層の新たな指標になるという見方が示された。

ジョン・レックスとロバート・ムーアが “住宅階層”（housing class）
の概念を 1960 年代に出し、それが社会を階層化する因子として重

要な役割をはたすと指摘したことは、よく知られているとおりであ

る注 ）。住宅階層分析を 1970 年代に発展させたパトリック・ダンレ

ヴィ、ピーター・ソーンダースらは、持ち家の増大にとくに注目し、

消費領域の住宅所有と社会階層形成の連関を論じた注 ）。 
日本では、西山夘三、三宅醇らが住宅所有形態と所得、職業、世

帯構成などの相関に着目し、住宅階層の議論を展開した注 ）。ソー

ンダースらが住まいの階層化を消費領域の社会階層形成と政治意識

などの広い文脈にまで関連づけたのに比べれば、西山、三宅らの住

宅階層分析は住宅領域それ自体の範囲内にとどまっていた。しかし、

レックスとムーアによる住宅階層の重要さの提起が 1960 年代であ

ったのに対し、西山はより早く 1950 年代に住宅階層の概念を出し

ていた。西山、三宅らの住宅階層論は、日本語でしか書かれず、国

際住宅学界ではほとんど知られなかった注 ）。 
持ち家社会は、その成熟と住宅資産の「家族化」によって、新し

い段階に入る。レイ・フォレストと筆者は、先進諸国における持ち

家セクターの発展段階に関する一つのモデルを提案した注 ）。初期

の持ち家セクターでは、良質とは必ずしもいえない住宅が多く、さ

らに、住宅ローン・システムの発展にともない、債務をともなう住

宅が増えることから、エクイティは少ない。エクイティとは、住宅

の市場価値から負債を除いた実質の資産価値をさす。持ち家セクタ

ーの次の段階では、より良質の住宅ストックが増大し、人口の高齢

化につれて、ローン返済の終わった住宅が増えるため、エクイティ

が蓄積する。持ち家セクターのさらに新しい段階になると、増大し

たエクイティの分布と配分のあり方が階層化し、社会全体の階層化

のなかで、より重要な位置をもつに至る。 
このモデルをふまえ、フォレストと筆者は、成熟した持ち家社会

では、世代を超えて住宅資産を増大させる「蓄積家族」

（accumulating families）、住宅資産の目減りを経験する「食いつ

ぶし家族」（dissipating families）、親・子世代ともに持ち家セクタ

ーに入らず、賃貸住宅に住み続ける「賃貸家族」（perpetually renting 
families）の分解が階層化の新たな中心要因になると論じた。住宅

資産に着目したここでの家族分類は、概念上のモデルである。これ

を応用し、「家族化」する住宅資産の実証分析を試みるところに本論

文の一つの狙いがある。カリン・クルツとハンス・ペーター・ブロ
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と関西圏（京都・大阪府、兵庫・奈良県）の大都市圏に住む世帯主

55～74 歳の世帯を対象としたインターネット・アンケート調査の結

果である注 ）。この年齢層の世帯は、親世帯の住まいの相続をすでに

経験し、あるいは予定することが少なくないと推察され、その一方

で、子世帯の一部ないし多くが持ち家取得を達成または計画する段

階にあると考えられる。これらの意味で、世帯主 55～74 歳のグル

ープは、家族住宅資産の形成に関し、三世代にわたる家族のいわば

“結節点”としての位置づけをもつ。調査では、対象世帯の住宅実態

に加え、対象世帯が親、子と住宅関連のどのような関係をもつのか

をみることで、家族住宅資産がどのように蓄積し、どのように階層

化したのかを知ろうとした。 

アンケート調査で住宅資産額をどうとらえるのか。本研究では、

住宅資産を当該住宅が建っている土地の資産を含むものとし、その

規模を市場評価から把握しようとした。アンケート調査では、対象

者に所有住宅の市場評価額をたずねた注 。回答者は、所有している

住宅の市場での価格をおおざっぱにしか認識していない場合が多い。

この点に、アンケート調査による住宅資産計測の限界がある。ここ

では、住宅資産額を回答者に質問するときに、その値をそのまま答

えてもらうのではなく、それを 1000 万円単位の階級で区分し、そ

こから選択してもらう方式をとることで、住宅資産の市場評価額を

詳細には測れないにせよ、その階級を調べようとした。以下でみる

ように、住宅資産額の区分は、所有者の属性などとの明快な関連性

をみせる。このことは、住宅資産を階級で区分し、それをアンケー

トでたずねる方法が有意味な結果をもたらすことを示唆している。 
住宅資産の実態は、地域によって異なると考えられる。本調査で

は、住宅安定の確保がより難しく、同時に、持ち家の資産価値が高

い大都市圏を対象とし、そこでの家族住宅資産の実態をとらえよう

とした。地方圏の状況の分析については、別途の調査が必要になる。 
調査は 2021 年２月に実施し、その結果、2,000 世帯のデータを得

た。以下では、まず、家族住宅資産の階層化に関する研究の必要と

重要さを論じたうえで、調査結果にもとづき、対象世帯による住宅

資産形成の実態、親世代からの住宅相続、子世代への持ち家支援な

どを分析する。 
 
２．家族住宅資産と社会階層形成 

住宅資産の蓄積とその「家族化」は、どのように階層化し、社会

全体の階層化において、どういう役割をはたすのか。その研究は、

なぜ、必要なのか注 ）。戦後の先進諸国では、持ち家の増大によって、

住宅資産を保有する中間層が拡大した。この点が社会階層形成のあ

り方を戦前と戦後で差異化する最重要の要因の一つとなった。ト

マ・ピケティが展開した社会的不平等の歴史実証分析は、住宅研究

を含む幅広い分野から注目を集めた注 ）。ピケティによれば、先進諸

国の資本の価値は、18～19 世紀では安定していたのに比べ、二度の

世界大戦のために激減し、第二次世界大戦後にふたたび増えた。そ

して、戦後の資本回復では、住宅の位置づけが目だって上がった。

持ち家率が上昇した戦後社会では、増大した住宅資産の多くは私有

資産である。このため、ピケティの議論は、戦後社会の階層化の理

解において個人住宅資産についての分析が不可欠になることを含意

した。 
社会階層研究では、労働市場での地位が社会階層を示す指標とし

てとくに重視された注 ）。たとえば、雇用形態、職種、職階などの

指標が社会階層構成における人びとの位置を表すと認識されていた。

これは、生産領域での社会関係が階層形成の仕組みの中心をつくる

とみなす考え方にもとづく。消費領域の住まいの実態は、職業とそ

れに相関する所得から決定する従属変数にすぎないとされ、社会階

層研究では、ほとんど扱われなかった。高所得の人たちは、良質で、

広く、快適な住宅に住み、低所得者は、低劣な居住条件のもとに置

かれる。 
しかし、戦後の持ち家セクターの成長は、社会階層形成に対する

住まいの重要さを増大させた。生産領域では賃金労働者として働く

人たちの多くが、消費領域では持ち家を取得し、住宅資産を所有し

た。これを反映し、労働過程での地位だけではなく、消費過程にお

いて持ち家を得るかどうか、取得するとすれば、どういう価値の住

宅をもつのかが社会階層の新たな指標になるという見方が示された。

ジョン・レックスとロバート・ムーアが “住宅階層”（housing class）
の概念を 1960 年代に出し、それが社会を階層化する因子として重

要な役割をはたすと指摘したことは、よく知られているとおりであ

る注 ）。住宅階層分析を 1970 年代に発展させたパトリック・ダンレ

ヴィ、ピーター・ソーンダースらは、持ち家の増大にとくに注目し、

消費領域の住宅所有と社会階層形成の連関を論じた注 ）。 
日本では、西山夘三、三宅醇らが住宅所有形態と所得、職業、世

帯構成などの相関に着目し、住宅階層の議論を展開した注 ）。ソー

ンダースらが住まいの階層化を消費領域の社会階層形成と政治意識

などの広い文脈にまで関連づけたのに比べれば、西山、三宅らの住

宅階層分析は住宅領域それ自体の範囲内にとどまっていた。しかし、

レックスとムーアによる住宅階層の重要さの提起が 1960 年代であ

ったのに対し、西山はより早く 1950 年代に住宅階層の概念を出し

ていた。西山、三宅らの住宅階層論は、日本語でしか書かれず、国

際住宅学界ではほとんど知られなかった注 ）。 
持ち家社会は、その成熟と住宅資産の「家族化」によって、新し

い段階に入る。レイ・フォレストと筆者は、先進諸国における持ち

家セクターの発展段階に関する一つのモデルを提案した注 ）。初期

の持ち家セクターでは、良質とは必ずしもいえない住宅が多く、さ

らに、住宅ローン・システムの発展にともない、債務をともなう住

宅が増えることから、エクイティは少ない。エクイティとは、住宅

の市場価値から負債を除いた実質の資産価値をさす。持ち家セクタ

ーの次の段階では、より良質の住宅ストックが増大し、人口の高齢

化につれて、ローン返済の終わった住宅が増えるため、エクイティ

が蓄積する。持ち家セクターのさらに新しい段階になると、増大し

たエクイティの分布と配分のあり方が階層化し、社会全体の階層化

のなかで、より重要な位置をもつに至る。 
このモデルをふまえ、フォレストと筆者は、成熟した持ち家社会

では、世代を超えて住宅資産を増大させる「蓄積家族」

（accumulating families）、住宅資産の目減りを経験する「食いつ

ぶし家族」（dissipating families）、親・子世代ともに持ち家セクタ

ーに入らず、賃貸住宅に住み続ける「賃貸家族」（perpetually renting 
families）の分解が階層化の新たな中心要因になると論じた。住宅

資産に着目したここでの家族分類は、概念上のモデルである。これ

を応用し、「家族化」する住宅資産の実証分析を試みるところに本論

文の一つの狙いがある。カリン・クルツとハンス・ペーター・ブロ

スフェルドが述べたように、住宅資産はおもに家族の範囲内で蓄

積・分配され、そのプロセスは生産領域から分離していることから、

社会階層形成の構造のなかで、独立した固有の位置をもつ注 ）。こ

の点に、社会階層研究における家族住宅資産への注目の必要の根拠

がある。 
多くの国で持ち家が増大し、私有住宅資産が蓄積した。これにと

もない、「住宅資産型福祉」（housing asset-based welfare）に関す

る議論が蓄積した注 ）。人口の高齢化のもとで、政府は、社会保障

費を増大させる必要に迫られ、その程度を緩和するために、人びと

の私有資産形成にもとづく経済安定を促す政策をとる。私有資産の

中心を占めるのは、居住用不動産である。持ち家は、住宅ローンを

完済すれば、住居費負担が軽く、さらに、不動産資産を形成するこ

とで、所有者の生活基盤をつくると想定されている注 ）。持ち家取

得を推進する政策は、住宅領域それ自体だけではなく、「住宅資産型

福祉」の文脈のなかで理解される必要がある。しかし、住宅資産形

成に根ざす経済安定を重視する施策を成立させるには、それがある

程度の均質さをもつことが条件になる。住宅資産保有が過度に不均

質であれば、それに立脚した施策は、不均質な経済安定しかつくり

だせない注 ）。したがって、住宅資産所有の階層化についての分析

は、「住宅資産型福祉」との関連で重要な意味をもつ。 
先進諸国の多くで私有住宅が増えるにともない、家族資産として

の持ち家と世代間関係に着目した社会階層研究が発展した注 ）。こ

のなかで、日本の特徴は、人口と経済が“成長後”の段階にすでに

入っている点にある注 ）。日本では、2000年代に人口が減りはじめ、

前世紀末から経済は不安定化し、成長率はおおむね低いままとなっ

た。筆者と泉原美佐は、人口・経済が停滞ないし縮小する社会では、

住宅問題研究の条件が根底から変化することを論じ、その一つとし

て、新規に建つ持ち家の「世帯」による取得だけではなく、「家族」

を経路とする持ち家ストックの分配のあり方が世代を超える社会階

層形成に影響することを考察した注 ）。ピケティの社会的不平等論

の要点は、労働所得と資本所有の比較にあった注 ）。ピケティによ

ると、住宅を含む資本の所有に関連する不平等が労働所得のそれよ

り大きく、その傾向は、成長率が下がると、より顕著になる。第一

次世界大戦から第二次世界大戦後の高度成長期にかけて、戦争によ

る資本破壊のために、資本所有にもとづく不平等は縮小し、増大す

る労働所得が人びとの平等化を促進した。これに比べ、成長率が低

下した 1980 年代以降では、労働所得の伸び率の減少につれて、戦

後に蓄積した資本の所有の差から生じる不平等が拡大した。ピケテ

ィのこの発見は、日本をはじめとする成長率の下がった社会を階層

化するメカニズムの研究における住宅資産の役割への注目の必要を

示唆した。 
 
３．住宅資産の規模

アンケート調査の結果から、まず、対象世帯の所有する住宅資産

の規模をみる。世帯が所有する住宅資産総量は、その世帯が居住し、

所有している「現住宅」の資産と、それ以外に所有する「付加住宅」

の資産を合わせたものである。住宅資産の規模は、階層性を明確に

みせる（図１）。知られているように、持ち家に住む世帯の割合は、

年齢の上昇とともに増える。これを反映し、世帯主 55 歳以上のグ

ループのうち何らかの住宅資産を所有する世帯はきわめて多く、

83.2％に達する。しかし、他方で、50 歳代半ばを超えてなお住宅を

所有していない世帯が 16.8％におよぶ。既述のように、住宅資産の

規模をとらえるために、その市場評価額をたずねた。住宅資産額に

は大きな差がみられ、「1000 万円未満」が 25.3％を占めると同時に、

「3000 万～5000 万円未満」が 15.2％、「5000 万円以上」が 10.4％
を示した。 

世帯特性と住宅資産の関係を観察した（図１）。世帯主年齢がより

高いグループでは、住宅資産をもつ世帯の割合がより高く、住宅資

産の規模については、それがとくに大きい世帯が多い。住宅資産を

もつ世帯、住宅資産総額「5000 万円以上」の世帯は、世帯主 55～
59 歳では 77.0％、8.4％、70～74 歳では 88.0％、12.7％であった。

しかし、住宅資産保有の年齢による差は、必ずしも大きいとはいえ

ず、住宅資産総額「1000 万円未満」から「3000 万～5000 万円未満」

の構成比の年齢による違いは小さい。これは、年齢が上がってから

相続などで住宅資産を増やす世帯が存在し、より高齢のグループで

住宅資産総額「5000 万円以上」の割合が高くなる一方で、自己居住

用の住宅資産として、どういう持ち家を取得・保有するのかは 50
歳代半ばまでにおおむね決まるケースが多いことを示唆すると考え

られる。一方、世帯主の配偶関係によって住宅資産の保有状況には

明確な違いがみられ、有配偶者のグループでは住宅資産をもつ世帯

が 89.8％に達するのに比べ、その割合は、無配偶者では、63.3％に

とどまり、とくに未婚者では 60.8％、離別者では 61.0％と低い。日

本では、住宅所有と家族形成が密接に関係し、多くの人びとは結婚

まで持ち家を取得しない注 ）。このため、未婚のグループでは、年

齢が高い場合でさえ、持ち家率がそれほど上がらない。離婚は元夫

婦の住宅所有形態に影響し、持ち家に住んでいた世帯では、元夫・

妻の片方または双方の転居が必要とされ、その結果、離別者の持ち

注）不明を除く。

図１　世帯主年齢、配偶関係、世帯年収別　住宅資産総額　
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(1,496)

( 199)

( 92)

( 210)

( 548)

( 534)

( 360)

( 313)

( 242)

(1,997)

（回答者数）
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家率は低くなる注 ）。住宅資産の規模は世帯年収に明快に関係する。

年収が低い「300 万円未満」では、「所有住宅なし」が 25.5％、「1000
万円未満」が 31.9％と多いのに対し、高年収の「700 万～1000 万

円未満」、「1000 万円以上」では、住宅資産「3000 万～5000 万円未

満」が 26.2％、24.4％、「5000 万円以上」が 10.2％、29.3％を示す。 
住宅資産の全体を構成する現住宅と付加住宅の資産規模をみると、

住宅資産総量の多いグループでは、現住宅の資産額が大きいうえに、

付加住宅を所有するケースが多く、その資産額もより大きい（表１）。

現住宅と付加住宅それぞれの資産規模の階層差が合わさって、住宅

資産総量の階層化を促進したといえる。 
現住宅資産は、住宅資産全体の中心を構成する。その分布は、大

きな幅をみせ、一方で、現住宅資産をもたない世帯、すなわち持ち

家には住んでいない世帯が 19.0％を占め、他方で、現住宅資産が

3000 万円以上、5000 万円以上の持ち家世帯がそれぞれ 22.5％、

6.8％を示す。現住宅資産は住宅資産総量の大部分を占めることから、

両者は明快に相関する。 
付加住宅を所有する世帯は 15.3％で、多いとはいえない。しかし、

その比率は、階層性をみせ、住宅資産総量が「1000 万円未満」、「1000
万～2000 万円未満」のグループではそれぞれ 8.9％、10.5％と少な

いのに比べ、「3000 万～5000 万円未満」では 20.7％を示し、さら

に、「5000 万円以上」では 55.6％と過半におよぶ。住宅資産総量の

多いグループでは、付加住宅の複数所有がみられ、「5000 万円以上」

では２戸以上の付加住宅をもつ世帯が 24.2％を占める。住宅資産総

量の少ない世帯では、付加住宅を保有していても、その資産額は小

さいのに比べ、より大規模な住宅資産を形成する世帯では、付加住

宅の資産額が大きい。たとえば、住宅資産総額「5000 万円以上」で

は、3000 万円以上の市場価値のある付加住宅を所有する世帯が

37.2％を示す。多量の住宅資産をもつグループでは、それを増大さ

せるうえで、付加住宅の所有が重要な役割をはたしている。 

４．現住宅資産の形成

ここでは、現住宅が持ち家の世帯について、その資産規模ごとに

資産形成のあり方が差異化している状況をみる。現住宅の取得経路

では、「新築購入」（34.9％）、「新築」（32.4％）、「中古購入」（21.9％）

の比率が高く、この三つを合わせると、89.2％になる（図２）。それ

ぞれの比率は、現住宅の資産額によって異なり、資産額の低い「1000
万円未満」では「中古購入」の割合が高く、30.5％を示す一方、資

産額が高いほど「新築」が増え、「5000 万円以上」では 42.6％にお

よぶ。現住宅を「相続」によって得た世帯の割合は 8.0％と低く、

自己居住の住まいを「家族化」の経路から取得したケースは少ない。 
現住宅の資産規模は不変ではない。持ち家に住んでいる世帯に対

し、その市場評価額が過去約５年でどう変わったかを質問したとこ

ろ、「ほとんど変わらない」（36.8％）と「わからない」（34.7％）が

多かった（図２）。市場評価額の「少し上がった」、「大きく上がった」

はそれぞれ 9.2％、2.6％、「少し下がった」、「大きく下がった」は

10.8％、6.0％であった。ここでは、「少し」、「大きく」は、それぞ

れ「概ね１割未満」、「概ね１割以上」として質問している。市場評

価額の変化は、現住宅の資産額に応じて違いをみせる。資産額が低

いほど「わからない」の比率が高く、「1000 万円未満」では 49.4％
に達し、自身の住む持ち家の価値変化に注意を払っていない世帯が

多い。さらに、現住宅資産額の低いグループでは、それが「少し下

がった」、「大きく下がった」が相対的に多く、両者を合わせた比率

は、「1000 万円未満」から「2000 万～3000 万円未満」において 17.5％
～20.9％を示す。これに対し、現住宅資産額が高いグループでは、

「少し上がった」が相対的に多く、「3000 万～5000 万円未満」では

16.0％、「5000 万円以上」では 24.3％を示し、「大きく上がった」

は、「5000 万円以上」で 14.7％を占める。 
高齢期に近づいている、あるいはすでに高齢期を迎えた世帯は、

自身の住む持ち家をどのように扱おうとしているのか。持ち家に関

する将来意向は、「わからない」（51.0％）が最も多く、次いで「親

表１　住宅資産総額別　現住宅資産額、付加住宅戸数、付加住宅資産額

現住宅資産額 付加住宅戸数 付加住宅資産額 回答

持ち

家

以外

1,000
万円

未満

1,000
万～

2,000
万円

未満

2,000
万～

3,000
万円

未満

3,000
万～

5,000
万円

未満

5,000
万円

以上

０戸 １戸 ２戸 ３戸

以上

付加

住宅

なし

1,000
万円

未満

1,000
万～

2,000
万円

未満

2,000
万～

3,000
万円

未満

3,000
万～

5,000
万円

未満

5,000
万円

以上

者数

所有住宅なし (%) 100.0 - - - - - 100.0 - - - 100.0 - - - - - ( 336)
1,000万円未満 (%) 4.6 95.4 - - - - 91.1 7.1 1.6 0.2 91.1 8.9 - - - - ( 505)
1,000万～

2,000万円未満
(%) 2.7 4.2 93.1 - - - 89.5 8.4 1.5 0.6 89.5 6.9 3.6 - - - ( 334)

2,000万～

3,000万円未満
(%) 1.3 1.0 5.8 92.0 - - 84.9 11.9 2.3 1.0 84.9 9.3 3.2 2.6 - - ( 311) 　

3,000万～

5,000万円未満
(%) 1.0 1.7 3.0 6.9 87.5 - 79.3 17.4 1.3 2.0 79.3 8.9 5.3 3.9 2.6 - ( 304)

5,000万円以上 (%) 2.4 1.9 3.4 3.9 22.7 65.7 44.4 31.4 14.5 9.7 44.4 5.3 5.8 7.2 15.5 21.7 ( 207)
合計 (%) 19.0 25.5 17.2 15.8 15.6 6.8 84.7 11.0 2.7 1.6 84.7 6.8 2.5 1.8 2.0 2.3 (1,997)
注）1）現住宅資産額の回答者数は、住宅資産総額「所有住宅なし」「1,000万円未満」「1,000万～2,000万円未満」「2,000万
 　　　～3,000万円未満」「3,000万～5,000万円未満」「5,000万円以上」「合計」の順に、それぞれ336、505、333、311、303、
　　　  207、1,995。
　　2）不明を除く。
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家率は低くなる注 ）。住宅資産の規模は世帯年収に明快に関係する。

年収が低い「300 万円未満」では、「所有住宅なし」が 25.5％、「1000
万円未満」が 31.9％と多いのに対し、高年収の「700 万～1000 万

円未満」、「1000 万円以上」では、住宅資産「3000 万～5000 万円未

満」が 26.2％、24.4％、「5000 万円以上」が 10.2％、29.3％を示す。 
住宅資産の全体を構成する現住宅と付加住宅の資産規模をみると、

住宅資産総量の多いグループでは、現住宅の資産額が大きいうえに、

付加住宅を所有するケースが多く、その資産額もより大きい（表１）。

現住宅と付加住宅それぞれの資産規模の階層差が合わさって、住宅

資産総量の階層化を促進したといえる。 
現住宅資産は、住宅資産全体の中心を構成する。その分布は、大

きな幅をみせ、一方で、現住宅資産をもたない世帯、すなわち持ち

家には住んでいない世帯が 19.0％を占め、他方で、現住宅資産が

3000 万円以上、5000 万円以上の持ち家世帯がそれぞれ 22.5％、

6.8％を示す。現住宅資産は住宅資産総量の大部分を占めることから、

両者は明快に相関する。 
付加住宅を所有する世帯は 15.3％で、多いとはいえない。しかし、

その比率は、階層性をみせ、住宅資産総量が「1000 万円未満」、「1000
万～2000 万円未満」のグループではそれぞれ 8.9％、10.5％と少な

いのに比べ、「3000 万～5000 万円未満」では 20.7％を示し、さら

に、「5000 万円以上」では 55.6％と過半におよぶ。住宅資産総量の

多いグループでは、付加住宅の複数所有がみられ、「5000 万円以上」

では２戸以上の付加住宅をもつ世帯が 24.2％を占める。住宅資産総

量の少ない世帯では、付加住宅を保有していても、その資産額は小

さいのに比べ、より大規模な住宅資産を形成する世帯では、付加住

宅の資産額が大きい。たとえば、住宅資産総額「5000 万円以上」で

は、3000 万円以上の市場価値のある付加住宅を所有する世帯が

37.2％を示す。多量の住宅資産をもつグループでは、それを増大さ

せるうえで、付加住宅の所有が重要な役割をはたしている。 

４．現住宅資産の形成

ここでは、現住宅が持ち家の世帯について、その資産規模ごとに

資産形成のあり方が差異化している状況をみる。現住宅の取得経路

では、「新築購入」（34.9％）、「新築」（32.4％）、「中古購入」（21.9％）

の比率が高く、この三つを合わせると、89.2％になる（図２）。それ

ぞれの比率は、現住宅の資産額によって異なり、資産額の低い「1000
万円未満」では「中古購入」の割合が高く、30.5％を示す一方、資

産額が高いほど「新築」が増え、「5000 万円以上」では 42.6％にお

よぶ。現住宅を「相続」によって得た世帯の割合は 8.0％と低く、

自己居住の住まいを「家族化」の経路から取得したケースは少ない。 
現住宅の資産規模は不変ではない。持ち家に住んでいる世帯に対

し、その市場評価額が過去約５年でどう変わったかを質問したとこ

ろ、「ほとんど変わらない」（36.8％）と「わからない」（34.7％）が

多かった（図２）。市場評価額の「少し上がった」、「大きく上がった」

はそれぞれ 9.2％、2.6％、「少し下がった」、「大きく下がった」は

10.8％、6.0％であった。ここでは、「少し」、「大きく」は、それぞ

れ「概ね１割未満」、「概ね１割以上」として質問している。市場評

価額の変化は、現住宅の資産額に応じて違いをみせる。資産額が低

いほど「わからない」の比率が高く、「1000 万円未満」では 49.4％
に達し、自身の住む持ち家の価値変化に注意を払っていない世帯が

多い。さらに、現住宅資産額の低いグループでは、それが「少し下

がった」、「大きく下がった」が相対的に多く、両者を合わせた比率

は、「1000 万円未満」から「2000 万～3000 万円未満」において 17.5％
～20.9％を示す。これに対し、現住宅資産額が高いグループでは、

「少し上がった」が相対的に多く、「3000 万～5000 万円未満」では

16.0％、「5000 万円以上」では 24.3％を示し、「大きく上がった」

は、「5000 万円以上」で 14.7％を占める。 
高齢期に近づいている、あるいはすでに高齢期を迎えた世帯は、

自身の住む持ち家をどのように扱おうとしているのか。持ち家に関

する将来意向は、「わからない」（51.0％）が最も多く、次いで「親

表１　住宅資産総額別　現住宅資産額、付加住宅戸数、付加住宅資産額

現住宅資産額 付加住宅戸数 付加住宅資産額 回答

持ち

家

以外

1,000
万円

未満

1,000
万～

2,000
万円

未満

2,000
万～

3,000
万円

未満

3,000
万～

5,000
万円

未満

5,000
万円

以上

０戸 １戸 ２戸 ３戸

以上

付加

住宅

なし

1,000
万円

未満

1,000
万～

2,000
万円

未満

2,000
万～

3,000
万円

未満

3,000
万～

5,000
万円

未満

5,000
万円

以上

者数

所有住宅なし (%) 100.0 - - - - - 100.0 - - - 100.0 - - - - - ( 336)
1,000万円未満 (%) 4.6 95.4 - - - - 91.1 7.1 1.6 0.2 91.1 8.9 - - - - ( 505)
1,000万～

2,000万円未満
(%) 2.7 4.2 93.1 - - - 89.5 8.4 1.5 0.6 89.5 6.9 3.6 - - - ( 334)

2,000万～

3,000万円未満
(%) 1.3 1.0 5.8 92.0 - - 84.9 11.9 2.3 1.0 84.9 9.3 3.2 2.6 - - ( 311) 　

3,000万～

5,000万円未満
(%) 1.0 1.7 3.0 6.9 87.5 - 79.3 17.4 1.3 2.0 79.3 8.9 5.3 3.9 2.6 - ( 304)

5,000万円以上 (%) 2.4 1.9 3.4 3.9 22.7 65.7 44.4 31.4 14.5 9.7 44.4 5.3 5.8 7.2 15.5 21.7 ( 207)
合計 (%) 19.0 25.5 17.2 15.8 15.6 6.8 84.7 11.0 2.7 1.6 84.7 6.8 2.5 1.8 2.0 2.3 (1,997)
注）1）現住宅資産額の回答者数は、住宅資産総額「所有住宅なし」「1,000万円未満」「1,000万～2,000万円未満」「2,000万
 　　　～3,000万円未満」「3,000万～5,000万円未満」「5,000万円以上」「合計」の順に、それぞれ336、505、333、311、303、
　　　  207、1,995。
　　2）不明を除く。

族に相続する」（28.2％）、「いずれ売却する」（14.6％）の比率が高

い（図２）。この将来意向には、現住宅の資産額によって違いがある。

持ち得の将来を「わからない」とする世帯の比率は、現住宅資産額

の少ない「1000 万円未満」のグループでとくに高く、61.8％を示し

ているが、資産額が多いほど低く、「3000 万～5000 万円未満」では

44.2％、「5000 万円以上」では 40.4％になる。これに比べ、「親族

に相続する」の比率は、現住宅の資産額が大きいほど上昇し、「1000
万円未満」での 18.9％に比べ、「3000万～5000万円未満」では34.9％、

「5000 万円以上」では 36.0％とより高い。調査対象となった世帯

主 55～74 歳の世代では、上述のように、自己居住用の住宅を親世

代から受けついだ世帯は少なく、その意味で自分の住む住宅は「家

族化」していない。しかし、資産価値の高い持ち家に住むグループ

では、その将来について、不確定の因子が多いことから、「わからな

い」が、資産規模の小さいグループより少ないとはいえ、高い比率

を示す一方、それを除けば、「親族に相続する」が多く、住宅資産を

次世代に相続させ、「家族化」しようとする傾向が相対的に強い。 
 
５．付加住宅資産の形成

調査対象世帯のうち 15.3％、305 世帯が 483 戸の付加住宅を所有

する。その「住宅」単位の実態を、付加住宅を所有する「世帯」の

付加住宅資産額との関連で観察する。付加住宅の取得経路では、「相

続」が最も多く、44.9％を示し、これに次いで、「経済上の目的」

（26.5％）、「購入・建築後転出」（15.1％）の比率が高い（図３）。

先述のように、自身の住む持ち家を相続によって得た世帯は少ない

のに比べ、付加住宅の半分近くは相続から取得されている。これは、

相続が発生する時点で子世代の年齢がすでに高い場合が多いためで

ある注 ）。多くの子世帯は、自身の持ち家を取得し、その後に、親

世代の住まいを相続しても、そこに住む必要はなく、付加住宅とし

て所有する場合が多くなる。付加住宅の資産規模と取得経路の関係

は、必ずしも明瞭ではないが、資産額の大きい「5000 万円以上」の

グループでは、「経済上の目的」（47.9％）から取得された付加住宅

が多い点に特徴がある。同時に、このグループでの「相続」は、37.7％
と相対的には少ないが、明確に認識可能な取得経路の一つとなって

いる。付加住宅資産の多いグループは、投資を中心とし、相続をも

含む経路によって、それを形成した。 
付加住宅の立地を、調査対象世帯の現住地との関係で「現住都府

県」「現住都市圏」「遠隔地」の三つに分けると、「現住都府県」が最

も多く、52.8％とほぼ半分を占め、これに「現住都市圏」（21.1％）

を合わせると、73.9％になる（図３）。現住都市圏の外側である「遠

隔地」は 26.1％であった。付加住宅の立地は、その資産額と相関し、

「5000 万円以上」のグループでは、「現住都府県」の割合が最も高

く、61.0％におよぶ。大規模な付加住宅資産を所有するグループで

は、上記のように、「投資」から付加住宅を得た世帯が多く、さらに

「相続」による付加住宅取得もみられる点から、現住地の近傍で付

加住宅取得に投資したパターンが典型で、これに加え、出身地の大

都市圏に住み続け、あるいは別の地域からそこに戻り、実家を付加

住宅として相続したパターンもあると推察され、これらの経緯によ

って地価の高い現住地とその周辺地域に住宅資産を蓄積した世帯が

多いと考えられる。付加住宅の資産規模が「1000 万円未満」と最も

小さいグループでは、他のグループに比べ、所有する付加住宅が「遠

隔地」に立地しているケースが多く、38.7％を示す。ここでは、地

方の小都市、農村地域などの出身者が、都市地域に移動し、年齢が

上がってから、実家を付加住宅として相続し、その資産価値は低い

といった世帯が多いと推察される注 ）。 
付加住宅の利用形態をみると、「賃貸住宅」が最も多く、48.0％に

および、次いで「親族居住」（18.4％）が多い（図３）。他方で、空

き家のままの付加住宅の割合が 17.2％を示し、一般的な空き家率よ

り高い注 ）。空き家の内訳では、「空き家（売却用）」（3.7％）と「空

き家（賃貸用）」（2.3％）は少なく、利用目的が明確とはいえない「空

き家（その他）」（11.2％）が多い。付加住宅の資産規模との関連で

 　〈取得経路〉  　　〈市場評価額変化〉  　  〈将来意向〉

注）1）現住宅が持ち家の世帯について集計。

　　2）取得経路の「相続」「贈与」はそれぞれ、相続・贈与した住宅を建て替えたケース、および相続・贈与した土地に住

　　　 宅を建てた若干のケースを含む。

　　3）不明を除く。

図２　現住宅資産額別　現住宅の取得経路・市場評価額変化・将来意向
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利用形態をみると、「5000 万円以上」の付加住宅資産を所有する世

帯のグループでは、「賃貸住宅」の比率がきわだって高く、84.2％に

達する。資産価値の高い付加住宅は、都市地域に立地し、相続また

は投資によって取得され、賃貸住宅として供給されるケースが多い

と考えられる。付加住宅資産が 1000 万円から 5000 万円未満では、

「親族居住」の比率が相対的に高い（24.5～32.3％）。付加住宅の資

産規模が最も小さい「1000 万円未満」世帯のグループでは、空き家

率がとくに高く、32.7％におよび、なかでも利用目的の不明瞭な「空

き家（その他）」が 23.2％と高い割合を示す。資産規模の小さい付

加住宅は、小都市、農村地域などの遠隔地に立地し、相続によって

承継され、しかし、住宅市場が小さい、またはほとんど存在しない

ため、空き家のままとなっているケースが多いと推察される。 
付加住宅を所有する世帯について、その資産規模と家賃収入を「世

帯」単位で観察すると、明確な相関が認められる。家賃収入「なし」

の比率は、付加住宅資産額が「1000 万円未満」では 68.9％に達す

るのに比べ、「1000 万～2000 万円未満」では 60.0％、「2000 万～

3000 万円未満」では 48.6％と下がり、「5000 万円以上」では 22.2％
とさらに低い。付加住宅の資産規模が「5000 万円以上」になる世帯

では、年間の家賃収入200万円以上が55.6％、300万円以上が42.2％
と高い割合を示す。住宅問題研究の大半において、住まいは消費対

象として分析されてきた。しかし、資産価値の高い付加住宅から多

量の家賃収入が発生している実態は、住まいを収入源としてとらえ

る視点が必要になることを含意する注 ）。 
 
６．親世代からの住宅相続

持ち家の世代間承継は、その「家族化」を反映・促進する。調査

対象となった世帯の世帯主および配偶者が親の住まいを相続したか

どうか、相続した場合は、その実態がどのようであるかを、世帯が

所有する住宅資産の総量との関連で観察した（表２）注 ）。親から

の住宅相続については、複数回の経験がありえるため、複数選択方

式の回答を求めた。世帯主の住宅相続の経験では、「相続したことが

ない」が 75.5％と高い割合を示し、相続したことのある者は 24.5％
であった。住宅相続経験の内容では、「相続し、所有している」が

14.2％と多く、次いで、「相続し、売却した」（8.9％）の割合が高い。

住宅相続の有無と内容は、世帯の所有する住宅資産総量に関係する。

住宅資産総額が大きい「3000 万～5000 万円未満」「5000 万円以上」

では住宅相続を経験した世帯主が多く、住宅資産がとくに多量の

「5000 万円以上」では相続住宅を保有し続けている世帯主が多い。

住宅を相続した世帯主の割合をみると、住宅資産総額「1000 万円未

満」での 23.8％、「1000 万～2000 万円未満」での 24.3％に比して、

「3000 万～5000 万円未満」では 30.6％と少し高く、「5000 万円以

上」では 41.5％とより高い。相続住宅を保有し続けている世帯主は、

住宅資産総額「1000 万円未満」での 17.8％、「1000 万～2000 万円

未満」での 13.8％に比べ、「5000 万円以上」では 23.7％と多くなる。 
住宅相続の経験のある配偶者は 15.5％で、世帯主の場合より少な

い（表２）。遺産相続は、兄弟姉妹のなかでは、均等分割が制度上の

基本とされる。しかし、筆者のこれまでの研究で示したように、持

 　〈取得経路〉  　　〈立地〉  　  〈利用形態〉

注）1）付加住宅を所有する世帯の付加住宅資産額別に、取得経路・立地・利用形態に関する住宅数構成比を図示。

　　2）利用形態の「自世帯や親族の利用」は、自世帯や親族の別荘・仕事場・物置・倉庫・セカンドハウス。

　　3）不明を除く。

図３　付加住宅資産額別　付加住宅の取得経路・立地・利用形態
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　　2）不明を除く。

図４　付加住宅資産額別　年間家賃収入　　
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利用形態をみると、「5000 万円以上」の付加住宅資産を所有する世

帯のグループでは、「賃貸住宅」の比率がきわだって高く、84.2％に

達する。資産価値の高い付加住宅は、都市地域に立地し、相続また

は投資によって取得され、賃貸住宅として供給されるケースが多い

と考えられる。付加住宅資産が 1000 万円から 5000 万円未満では、

「親族居住」の比率が相対的に高い（24.5～32.3％）。付加住宅の資

産規模が最も小さい「1000 万円未満」世帯のグループでは、空き家

率がとくに高く、32.7％におよび、なかでも利用目的の不明瞭な「空

き家（その他）」が 23.2％と高い割合を示す。資産規模の小さい付

加住宅は、小都市、農村地域などの遠隔地に立地し、相続によって

承継され、しかし、住宅市場が小さい、またはほとんど存在しない

ため、空き家のままとなっているケースが多いと推察される。 
付加住宅を所有する世帯について、その資産規模と家賃収入を「世

帯」単位で観察すると、明確な相関が認められる。家賃収入「なし」

の比率は、付加住宅資産額が「1000 万円未満」では 68.9％に達す

るのに比べ、「1000 万～2000 万円未満」では 60.0％、「2000 万～

3000 万円未満」では 48.6％と下がり、「5000 万円以上」では 22.2％
とさらに低い。付加住宅の資産規模が「5000 万円以上」になる世帯

では、年間の家賃収入200万円以上が55.6％、300万円以上が42.2％
と高い割合を示す。住宅問題研究の大半において、住まいは消費対

象として分析されてきた。しかし、資産価値の高い付加住宅から多

量の家賃収入が発生している実態は、住まいを収入源としてとらえ

る視点が必要になることを含意する注 ）。 
 
６．親世代からの住宅相続

持ち家の世代間承継は、その「家族化」を反映・促進する。調査

対象となった世帯の世帯主および配偶者が親の住まいを相続したか

どうか、相続した場合は、その実態がどのようであるかを、世帯が

所有する住宅資産の総量との関連で観察した（表２）注 ）。親から

の住宅相続については、複数回の経験がありえるため、複数選択方

式の回答を求めた。世帯主の住宅相続の経験では、「相続したことが

ない」が 75.5％と高い割合を示し、相続したことのある者は 24.5％
であった。住宅相続経験の内容では、「相続し、所有している」が

14.2％と多く、次いで、「相続し、売却した」（8.9％）の割合が高い。

住宅相続の有無と内容は、世帯の所有する住宅資産総量に関係する。

住宅資産総額が大きい「3000 万～5000 万円未満」「5000 万円以上」

では住宅相続を経験した世帯主が多く、住宅資産がとくに多量の

「5000 万円以上」では相続住宅を保有し続けている世帯主が多い。

住宅を相続した世帯主の割合をみると、住宅資産総額「1000 万円未

満」での 23.8％、「1000 万～2000 万円未満」での 24.3％に比して、

「3000 万～5000 万円未満」では 30.6％と少し高く、「5000 万円以

上」では 41.5％とより高い。相続住宅を保有し続けている世帯主は、

住宅資産総額「1000 万円未満」での 17.8％、「1000 万～2000 万円

未満」での 13.8％に比べ、「5000 万円以上」では 23.7％と多くなる。 
住宅相続の経験のある配偶者は 15.5％で、世帯主の場合より少な

い（表２）。遺産相続は、兄弟姉妹のなかでは、均等分割が制度上の

基本とされる。しかし、筆者のこれまでの研究で示したように、持

 　〈取得経路〉  　　〈立地〉  　  〈利用形態〉

注）1）付加住宅を所有する世帯の付加住宅資産額別に、取得経路・立地・利用形態に関する住宅数構成比を図示。

　　2）利用形態の「自世帯や親族の利用」は、自世帯や親族の別荘・仕事場・物置・倉庫・セカンドハウス。

　　3）不明を除く。

図３　付加住宅資産額別　付加住宅の取得経路・立地・利用形態
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注）1）付加住宅所有世帯について集計。

　　2）不明を除く。

図４　付加住宅資産額別　年間家賃収入　　
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ち家については、男性、とくに長男が受けつぐケースが多い注 ）。

この点は、遺産相続における法律と実践に違いがあるかどうかを問

う必要を示唆する。ここでの調査の結果においても、大半が男性で

ある世帯主は、大半が女性の配偶者に比べ、住宅を受けついだケー

スが多い。世帯主の場合と同様に、配偶者についても、世帯の住宅

資産の規模が大きい「3000 万～5000 万円未満」「5000 万円以上」

で住宅相続の経験が多く、「5000 万円以上」では相続住宅を所有し

続けているケースの割合が高い。配偶者がいる世帯に関し、住宅を

相続した配偶者、相続住宅の所有を維持している配偶者の比率をみ

ると、住宅資産総額「1000 万円未満」ではそれぞれ 13.9％、8.0％、

「5000 万円以上」では 22.6％、12.4％であった。 
大規模な住宅資産を所有する世帯では、世帯主と配偶者の住宅相

続が相対的に多く、両者が合わさって、資産蓄積を促進したといえ

る。先述のように、住宅を相続した世帯は、そこに住むケースより、

それを付加住宅として所有するケースが多い。住宅資産総量の多い

グループでは、付加住宅となった相続住宅が住宅資産を増大させ、

さらに、賃貸住宅として市場に出され、家賃収入をもたらすことが

多い。とくに規模の大きい住宅資産をもつグループにおけるその「家

族化」は、住宅資産所有の階層差を拡大する要因になっている。 
親世代の持ち家を相続した経験に加え、これから相続する可能性

があるかどうかを問うたところ、「可能性はない」が多く、世帯主で

は 64.8％、配偶者では 66.2％におよび、これに次いで、「わからな

い」の比率が高かった（世帯主 22.2％、配偶者 22.9％）（表２）。一

方、相続する「可能性がある」は世帯主の 13.0％、配偶者の 10.9％
を占め、それぞれの割合は、世帯が所有する住宅資産の規模と相関

し、住宅資産総額「1000 万円未満」の世帯主では 9.7％、配偶者で

は9.0％であったのに対し、「5000万円以上」では、世帯主の17.9％、

配偶者の 16.4％を示した。住宅資産所有の階層差は、親世代からの

住宅相続のこれまでの実績によって増大し、そのうえ、将来の住宅

相続によって、さらに拡大する可能性がある。 
 
７．子世代への持ち家支援

調査対象となった世代が子世代の持ち家取得を支援し、複数世代

にわたる住宅資産の蓄積を「家族化」することが考えられる。調査

対象世帯には、2156 の別居している子どもの世帯がある。その住宅

所有形態をみると、別居子世帯の所有する持ち家が 36.9％、親・親

族の所有する住宅が 17.9％、借家が 39.7％であった（図５）。この

所有形態は、別居子世帯の世帯主年齢と明確に相関し、24 歳以下の

グループでは、借家率が高く、56.8％におよび、また親・親族の住

宅が相対的に多く、25.7％を示すのに対し、持ち家率は 5.4％と低

い。自己所有の持ち家に住む別居子世帯は、その年齢が上がるほど

増え、世帯主 25～34 歳では 25.4％、35～44 歳では 45.9％、45 歳

以上では 54.6％を示した。次に、調査対象世帯の保有する住宅資産

との関連で別居子世帯の住宅所有形態を観察した。何らかの住宅資

産を保有するグループでは、別居子の持ち家率は、その規模にとく

に明確には相関せず、36.1％～42.8％であった（図５）。しかし、住

宅資産をまったくもたないグループでは、別居子の持ち家率が

19.4％ときわめて低く、借家率が 71.0％と顕著に高い点が特徴とな

っている。 
調査対象世帯による子世帯の持ち家取得への経済上の支援につい

て調べた。これに関する質問では、複数の別居子をもつ世帯がある

ことから、複数選択方式を使った。その結果によると、別居子のあ

るグループでは、「支援したこともする予定もない」が 46.0％と最

も多く、また、「わからない」が 27.8％を示す一方、「支援したこと

がある」は 20.1％、「支援する予定がある」が 7.5％を占めた（図６）。 
持ち家取得に関する子世代への支援は、調査対象世帯の住宅資産

表２　住宅資産総額別　世帯主と配偶者の相続経験と相続可能性

相続経験 相続可能性

相続し、

売却した

相続し、

譲渡した

相続し、

所有して

いる

相続し、

除去し、

土地のみ

所有して

いる

相続した

ことが

ない

回答

者数

可能性が

ある

可能性は

ない

わから

ない

回答

者数

〈世帯主〉

所有住宅なし (%) 7.6 0.9 - 0.0 91.8 ( 328) 12.2 62.5 25.3 ( 336)
1,000万円未満 (%) 5.1 0.6 17.8 0.2 76.2 ( 505) 9.7 67.3 23.0 ( 505)
1,000万～2,000万円未満 (%) 9.6 0.0 13.8 0.9 75.7 ( 334) 11.4 63.8 24.9 ( 334)
2,000万～3,000万円未満 (%) 9.0 1.3 15.8 0.6 74.0 ( 311) 14.1 65.9 19.9 ( 311)
3,000万～5,000万円未満 (%) 12.2 1.6 15.8 1.0 69.4 ( 304) 16.4 64.1 19.4 ( 304)
5,000万円以上 (%) 14.5 1.4 23.7 4.8 58.5 ( 207) 17.9 63.8 18.4 ( 207)

合計 (%) 8.9 0.9 14.2 1.0 75.5 (1,989) 13.0 64.8 22.2 (1,997)

〈配偶者〉

所有住宅なし (%) 4.6 3.3 - 0.7 91.4 ( 151) 9.9 65.8 24.3 ( 152)
1,000万円未満 (%) 4.9 0.8 8.0 0.3 86.1 ( 388) 9.0 68.3 22.7 ( 388)
1,000万～2,000万円未満 (%) 4.6 0.8 7.7 0.4 86.5 ( 259) 9.7 64.9 25.5 ( 259)
2,000万～3,000万円未満 (%) 5.9 0.0 8.6 0.4 85.5 ( 255) 10.2 64.3 25.5 ( 255)
3,000万～5,000万円未満 (%) 9.4 2.6 6.8 0.8 80.4 ( 265) 12.5 64.2 23.4 ( 265)
5,000万円以上 (%) 10.2 0.0 12.4 0.0 77.4 ( 177) 16.4 69.5 14.1 ( 177)

合計 (%) 6.4 1.1 7.6 0.4 84.5 (1,495) 10.9 66.2 22.9 (1,496)

　注）1）相続経験は複数回答。　2）不明を除く。
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の規模に関係し、階層化した実態をみせる。住宅資産をもたない世

帯では、「支援したこともする予定もない」が 64.6％と高い比率を

示し、「支援したことがある」、「支援する予定がある」は 3.5％、3.5％
ときわめて少ない（図６）。これに対し、住宅資産をもつ世帯では、

「支援したこともする予定もない」の割合が少なく、資産規模がと

くに大きいグループでより低い。その値は、住宅資産総額「1000
万円未満」では 48.4％を示し、「1000 万～2000 万円未満」から「3000
万～5000 万円」ではやや低くなっているが、43.4～45.2％と大きな

違いはみせないのに対し、「5000 万円以上」では 30.0％と大幅に低

い。別居子の持ち家取得に「支援したことがある」世帯は、住宅資

産総額「1000万円未満」での17.7％から「5000万円以上」での26.4％
へと少しずつ多くなる。別居子に「支援する予定がある」世帯の比

率は、住宅資産総額「1000 万円未満」から「3000 万～5000 万円未

満」では、資産規模が大きいほど高くなっているが、１割に満たな

いのに対し（3.9～9.0％）、「5000 万円以上」では 19.3％と相対的に

多い。上述のように、別居子の持ち家率は、その年齢の上昇に沿っ

て増え、調査対象である親世帯が保有する住宅資産の規模にはほと

んど相関していない。しかし、別居子世帯の持ち家取得のあり方は、

親世帯の住宅資産の保有状況によって異なる。それは、まず、親世

帯が住宅資産をもつかどうかによってきわだった違いをみせ、親に

住宅資産がないグループでは、別居子が親から持ち家支援を受ける

ケースは皆無に近い。次に、親世帯が住宅資産を保有するグループ

では、その規模が大きいほど子世帯への持ち家支援の実績と予定が

少しずつ多くなる傾向がみられ、親の住宅資産の規模が最も大きい

グループでは、支援予定をもつケースがとくに多い。 
 
８．おわりに

本稿では、大都市圏に住む世帯主 55～74 歳の世帯を対象とした

アンケート調査の結果を用い、家族住宅資産の形成が複数世代にわ

たって階層化している状況を示した。この年齢層のグループは、住

宅資産形成において、親世代の持ち家を受けつぎ、子世代の持ち家

取得を支援し、あるいは子世代に持ち家資産を承継させるケースな

どが多い点で、三世代にわたる家族の“結節点”としての位置をも

つ。 
調査結果から、とくに規模の大きい住宅資産を蓄積するグループ、

すなわち住宅資産総額「5000 万円以上」のグループについて、きわ

だった特徴として、①現住宅資産の価値が大きいだけではなく、②

その市場評価額が近い過去から上昇している場合が多い、③大都市

圏に立地し、資産価値の高い付加住宅を所有する世帯が多く、それ

は、住宅資産総量を押し上げる効果をもつ、④付加住宅の多くは、

賃貸住宅として市場に供給され、家賃収入源になる、⑤世帯主・配

偶者が親世代から住宅資産を相続した世帯が多く、これから相続す

る可能性もまた相対的に高い、⑥子世代の持ち家取得に経済上の支

援を実施する場合が多い、などの傾向が観察された。 
これに対し、住宅資産総額が 4000 万円未満のグループは、①現

住宅資産の価値が低い世帯を含み、②その市場評価額が下がったケ

ースが相対的に多く（とくに住宅資産総額 3000 万円未満）、住宅資

産がより小さいほど、市場評価額の変化を認識していない世帯が多

い、③付加住宅の所有が少ない、④付加住宅を所有する場合でも、

その住まいは遠隔地に立地し（とくに住宅資産総額3000万円未満）、

利用目的の不明瞭な空き家となっているケースが相対的に多い（と

くに住宅資産総額 1000 万円未満）、⑤世帯主・配偶者による親世代

からの住宅資産の相続は少なく（とくに住宅資産総額 3000 万円未

満）、これから相続する可能性も低い、⑥別居子世帯の持ち家取得を

支援するケースは少ない、などの特徴をもつ。 
一方、住宅資産をまったくもたないグループには、現住宅が持ち

家ではなく、付加住宅をもたず、親世代から住宅を相続したケース

注）1）別居子の住宅所有形態の構成比を、その年齢、別居子

 　　　をもつ調査対象世帯の住宅資産総額別に図示。

　　2）「持ち家」は、別居子世帯の世帯員が所有する住宅。

　　3）不明を除く。

図５　別居子年齢、住宅資産総額別　別居子の住宅所有形態
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35.2
38.8
32.9
34.3
36.8
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12.2
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〈別居子年齢〉

24歳以下
25～34歳
35～44歳
45歳以上

〈住宅資産総額〉

所有住宅なし

1,000万円未満
1,000万～2,000万円未満
2,000万～3,000万円未満
3,000万～5,000万円未満

5,000万円以上

合計

持ち家 親・親族の家 借家 その他

（別居子数）

（％）

( 74)
( 871)
(1,037)
( 174)

( 248)
( 554)
( 410)
( 353)
( 338)
( 250)

(2,156)

注）1）別居子をもつ調査対象世帯について集計。

　　2）複数回答。　3）括弧内は回答者数。　4）不明を除く。

図６　住宅資産総額別　別居子の持ち家取得への支援
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の規模に関係し、階層化した実態をみせる。住宅資産をもたない世

帯では、「支援したこともする予定もない」が 64.6％と高い比率を

示し、「支援したことがある」、「支援する予定がある」は 3.5％、3.5％
ときわめて少ない（図６）。これに対し、住宅資産をもつ世帯では、

「支援したこともする予定もない」の割合が少なく、資産規模がと

くに大きいグループでより低い。その値は、住宅資産総額「1000
万円未満」では 48.4％を示し、「1000 万～2000 万円未満」から「3000
万～5000 万円」ではやや低くなっているが、43.4～45.2％と大きな

違いはみせないのに対し、「5000 万円以上」では 30.0％と大幅に低

い。別居子の持ち家取得に「支援したことがある」世帯は、住宅資

産総額「1000万円未満」での17.7％から「5000万円以上」での26.4％
へと少しずつ多くなる。別居子に「支援する予定がある」世帯の比

率は、住宅資産総額「1000 万円未満」から「3000 万～5000 万円未

満」では、資産規模が大きいほど高くなっているが、１割に満たな

いのに対し（3.9～9.0％）、「5000 万円以上」では 19.3％と相対的に

多い。上述のように、別居子の持ち家率は、その年齢の上昇に沿っ

て増え、調査対象である親世帯が保有する住宅資産の規模にはほと

んど相関していない。しかし、別居子世帯の持ち家取得のあり方は、

親世帯の住宅資産の保有状況によって異なる。それは、まず、親世

帯が住宅資産をもつかどうかによってきわだった違いをみせ、親に

住宅資産がないグループでは、別居子が親から持ち家支援を受ける

ケースは皆無に近い。次に、親世帯が住宅資産を保有するグループ

では、その規模が大きいほど子世帯への持ち家支援の実績と予定が

少しずつ多くなる傾向がみられ、親の住宅資産の規模が最も大きい

グループでは、支援予定をもつケースがとくに多い。 
 
８．おわりに

本稿では、大都市圏に住む世帯主 55～74 歳の世帯を対象とした

アンケート調査の結果を用い、家族住宅資産の形成が複数世代にわ

たって階層化している状況を示した。この年齢層のグループは、住

宅資産形成において、親世代の持ち家を受けつぎ、子世代の持ち家

取得を支援し、あるいは子世代に持ち家資産を承継させるケースな

どが多い点で、三世代にわたる家族の“結節点”としての位置をも

つ。 
調査結果から、とくに規模の大きい住宅資産を蓄積するグループ、

すなわち住宅資産総額「5000 万円以上」のグループについて、きわ

だった特徴として、①現住宅資産の価値が大きいだけではなく、②

その市場評価額が近い過去から上昇している場合が多い、③大都市

圏に立地し、資産価値の高い付加住宅を所有する世帯が多く、それ

は、住宅資産総量を押し上げる効果をもつ、④付加住宅の多くは、

賃貸住宅として市場に供給され、家賃収入源になる、⑤世帯主・配

偶者が親世代から住宅資産を相続した世帯が多く、これから相続す

る可能性もまた相対的に高い、⑥子世代の持ち家取得に経済上の支

援を実施する場合が多い、などの傾向が観察された。 
これに対し、住宅資産総額が 4000 万円未満のグループは、①現

住宅資産の価値が低い世帯を含み、②その市場評価額が下がったケ

ースが相対的に多く（とくに住宅資産総額 3000 万円未満）、住宅資

産がより小さいほど、市場評価額の変化を認識していない世帯が多

い、③付加住宅の所有が少ない、④付加住宅を所有する場合でも、

その住まいは遠隔地に立地し（とくに住宅資産総額3000万円未満）、

利用目的の不明瞭な空き家となっているケースが相対的に多い（と

くに住宅資産総額 1000 万円未満）、⑤世帯主・配偶者による親世代

からの住宅資産の相続は少なく（とくに住宅資産総額 3000 万円未

満）、これから相続する可能性も低い、⑥別居子世帯の持ち家取得を

支援するケースは少ない、などの特徴をもつ。 
一方、住宅資産をまったくもたないグループには、現住宅が持ち

家ではなく、付加住宅をもたず、親世代から住宅を相続したケース

注）1）別居子の住宅所有形態の構成比を、その年齢、別居子

 　　　をもつ調査対象世帯の住宅資産総額別に図示。

　　2）「持ち家」は、別居子世帯の世帯員が所有する住宅。

　　3）不明を除く。

図５　別居子年齢、住宅資産総額別　別居子の住宅所有形態

25.4
45.9

54.6

19.4
36.1
39.8
42.8
40.8
38.0

36.9

25.7
18.7

17.2
15.5

22.4
18.0
18.1
19.2

21.6

17.9

56.8
51.1

31.9
21.3

71.0
35.2
38.8
32.9
34.3
36.8

39.7

12.2

0 20 40 60 80 100

〈別居子年齢〉

24歳以下
25～34歳
35～44歳
45歳以上

〈住宅資産総額〉

所有住宅なし

1,000万円未満
1,000万～2,000万円未満
2,000万～3,000万円未満
3,000万～5,000万円未満

5,000万円以上

合計

持ち家 親・親族の家 借家 その他

（別居子数）

（％）

( 74)
( 871)
(1,037)
( 174)

( 248)
( 554)
( 410)
( 353)
( 338)
( 250)

(2,156)

注）1）別居子をもつ調査対象世帯について集計。

　　2）複数回答。　3）括弧内は回答者数。　4）不明を除く。

図６　住宅資産総額別　別居子の持ち家取得への支援
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がほとんどなく、さらに、別居子世帯の持ち家率が目だって低く、

その持ち家取得を支援するケースはきわめて少ない、といった重要

な特性がある。 
既述のように、レイ・フォレストと筆者は、家族の住宅資産形成

について、「蓄積家族」「食いつぶし家族」「賃貸家族」の分化を概念

上のモデルとして提示した注 ）。本研究の成果から、このモデルが

実態をともなうかどうかを検討すると、まず、調査結果にみられた

住宅資産がとくに大きいグループは「蓄積家族」に相当すると考え

られる。ここでは、住宅資産が世代を超えて増える傾向が認められ

る。次に、「食いつぶし家族」が存在している可能性が調査結果から

示唆される。現住宅の資産価値が低く、さらに下がる世帯がみられ、

空き家の付加住宅を遠隔地に所有する世帯では、その資産価値は安

定しないと推測される。これらの世帯がどの程度の規模のグループ

をつくっているのかについて、研究を深める必要がある。しかし、

人口が減少・高齢化し、成長率が下がる社会では、複数世代にまた

がって住宅資産の縮小を経験する家族の増加がありえる注 。これ

らに加え、調査結果から、「蓄積家族」と「食いつぶし家族」の間に、

住宅資産が大幅には増減しない家族が存在している可能性が指摘さ

れる。現住宅の資産価値に大きな変化がみられず、その住宅がその

まま次世代に受けつがれ、あるいは、住宅相続が発生せず、世代ご

とに持ち家を取得する、といったグループがあるとみられる。この

点についてのより詳細な研究とそれにもとづくモデル修正の検討が

必要とされる。最後に、調査結果には、複数世代にわたって持ち家

セクターに入らず、住宅資産をもたない「賃貸家族」の存在が示さ

れた。住宅の私的所有を社会標準とする“持ち家社会”のなかで、

賃貸セクターにとどまる家族は、複数世代にまたがる社会・経済上

の不利な位置づけを経験する注 。 
家族住宅資産の階層化に関するここでの調査の結果からは、階層

差が世代を超えて拡大する可能性が高いと考えられる。ある世代の

世帯がどのような持ち家を取得するのかに加え、親世代の住宅を受

けつぐのかどうか、相続するとすれば、どの程度の価値の住宅を承

継するのか、子世代の持ち家取得を支援するのかどうか、といった

変数から、「家族化」する住宅資産形成のいっそうの階層化が進むと

みられる。 
住宅問題研究の大半は、「世帯」レベルの分析に立脚していた。前

世紀後半の先進諸国では、持ち家セクターの拡大が住宅事情を変化

させるとくに重要な要素となった。そこでは、「世帯」が持ち家取得

を達成するかどうか、どういう持ち家を取得するのかが、住宅状況

を階層化し、さらに、社会の階層化を促進する要因となった。独立

した「世帯」を単位とする住宅分析は、住宅事情と社会階層形成の

研究発展において、重要な役割をはたした。しかし、前世紀の末頃

には、持ち家ストックが増大し、その分配のあり方が住宅状況と社

会変化に与える影響がより大きくなった。持ち家資産の「家族化」

のもとで、住宅を所有する「世帯」を独立した存在としてとらえる

だけではなく、複数世代にまたがる「家族」の構成体として位置づ

ける視点が必要になる。この考えから、本研究は、住宅問題研究に

「家族」レベルの分析を導入する試みの一つとして実施された。 
 
＜付記＞本研究の実施には科学研究費（挑戦的研究（萌芽））「超高齢社会に

おける「家族住宅不動産」の蓄積と階層化」（筆者単独）の助成を受けている。 

注 
注 1) 戦後の持ち家の普及について、文献 15)に詳述した。 
注 2) 世代を超える家族の住宅資産に関し、文献 12)14)16)で論じた。 
注 3) 文献 12)において「家族化」概念を検討した。 
注 4) この点について、多くの指摘と分析がある。たとえば文献 33)を参照。 
注 5) 住宅問題研究における家族単位分析の導入の必要と有効性に関し、文

献 12)14)16)で論じている。 
注 6) 調査の実施は、学術分野での実績をもつイプソス株式会社に委託し、

同社が利用可能なインターネット・アンケート調査パネルから回答者を選

定した。同社パネル登録者は約９万 5000 人で、その内訳は、性別では男性

48％、女性 52％、年齢別では 30 歳未満 18％、30～39 歳 16％、40～49
歳 15％、50～59 歳 15％、60～64 歳９％、65 歳以上 27％で、大きな偏り

はない。本研究では、パネル登録者全員に調査票を送信したうえで、首都

圏（東京都、埼玉・千葉・神奈川県）と関西圏（京都・大阪府、兵庫・奈

良県）に住む「世帯主 55～74 歳」に当てはまる者からの回答が、世帯主年

齢・都市圏の分布が偏らずに 2000 票になるまで調査を続けるという方式を

とった。世帯主年齢 55～59 歳、60～64 歳、65～69 歳、70～74 歳の世帯

からそれぞれ 500 票、首都圏、関西圏の世帯からそれぞれ 1000 票、総計

2000 票の回答を得た。 
注 7) 住宅資産額の計測には、たとえば、固定資産評価額の把握などがある。

また、家計構造調査（旧全国消費実態調査）での住宅・宅地資産額は、住

宅建築については建築着工統計の居住専用住宅の工事費予定額および床面

積から算出される建築単価、宅地部分については地価公示または都道府県

地価調査の１㎡当たり評価額をもとにしている。しかし、これらの方法に

よる住宅資産額の計測は、アンケート調査ではほぼ不可能で、また、そこ

から得られる値は、市場評価額とは違うものになる。 
注 8) 住宅資産所有の階層化に関し、筆者は、これまで文献 8)9)11)13)14)に

おいて、住宅・土地資産形成の変容、高齢層の住宅資産保有の階層化、住

宅・土地資産所有の不均等分布、付加住宅資産所有の階層化、住宅相続の

階層性について、実証研究の成果を論文にまとめてきた。本稿は、これら

の研究をさらに発展させる一環として、住宅資産の「家族化」にとくに焦

点を合わせたものである。 
注 9) 文献 29)。住宅研究におけるピケティの議論の意義については、たとえ

ば文献 23)が参考になる。 
注 10)この点を住宅研究領域から指摘したものとして、文献 6)20)などを参照。 
注 11) 文献 30)。 
注 12) 文献 4)31)32)を参照。 
注 13) 文献 25)27)28)など。 
注 14) 筆者は文献 6)において、社会階層研究と住宅の関係を論じるなかで、

西山の住宅階層論に言及した。 
注 15) 文献 6)。この論文は広く読まれ、トップ 10％論文となった。 
注 16) 文献 20)。 
注 17) 東アジアの経済成長にともない、そこでの社会政策をどう理解するの

かという問いが出され、それへの反応の一つとして、文献 7)にまとめられ

た住宅政策の比較研究が実施され、そこから「住宅資産型福祉」（housing 
asset-based welfare）の概念が出された。この比較研究に日本からは筆者

が参加・寄稿した。資産全般にもとづく福祉（asset-based welfare）とい

う従来からのコンセプトに対し、「住宅資産型福祉」のコンセプトは、東

アジア諸国での居住用不動産の役割の大きさに注意を促し、さらに、欧米

諸国の住宅研究にも応用され、持ち家が増える社会における住宅と福祉の

関係の説明に使われた。これに関する論考として、欧米諸国を対象とした

文献 1)2)3)24)、東アジア諸国を対象とした文献 7)10)19)21)などがある。 
注 18) これに関連する日本の状況について、文献 10)で検討した。 
注 19) この点について、文献 18)26)などを参照。 
注 20) 最近のまとまった成果として、文献 22)などを参照。 
注 21) 文献 18)。 
注 22) この議論は、文献 18)で検討した。 
注 23) 文献 29)。 
注 24) この点、日本の特徴として、文献 18)で論じた。 
注 25) 離婚と住宅変化についての論考を文献 16)に収めている。 
注 26) この点は文献 14)15)などで指摘した。旧郵政総合研究所による 2006

年の「家計と貯蓄に関する調査」によると、遺産相続の経験をもつ者の比

率は、年齢が高いほど増加し、20 歳代では 2.00％、30 歳代では 6.32％、

40 歳代では 8.17％と１割を下回るのに対し、50 歳代では 11.81％、60 歳

代では 16.80％、70 歳代では 24.70％になる。 
注 27) この傾向は、住宅相続に関する筆者の研究の結果にも表れている。文
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献 14)を参照。 
注 28) 住宅・土地統計調査（2018 年）によると、空き家率は 13.6％であった。 
注 29) 付加住宅に関する筆者の研究の結果にも、この傾向が認められた。文

献 13)を参照。また、レイ・フォレストと筆者は、持ち家が増大した社会の

次の段階として、収入源としての住宅を所有する階層が現れることを論じ

た。この文献 5)は広く引用され、トップ 1％論文となった。 
注 30) 世帯のなかに世帯主・配偶者以外に住宅を相続した経験をもつ世帯員

が含まれている可能性はあるが、そのケースはきわめて少ないと考えられ、

また、アンケート票を過度に複雑にしないために、本調査では、世帯主・

配偶者の住宅相続のみを対象とした。 
注 31) 住宅相続についての筆者の研究を参照されたい。文献 14)。 
注 32) 文献 6)。 
注 33) この点は文献 17)で論じた。 
注 34) 文献 15)16)において、社会保障などの制度の多くが持ち家層を標準と

することで、賃貸層が不利な位置に置かれることを論述した。 
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